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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　創傷を被覆するための装置であって、陰圧とともに使用するのに適切な装置において、
　前記装置は、創傷被覆材（１００）を備え、
　前記創傷被覆材（１００）は、
　創傷接触層（１０２）と、
　前記創傷接触層（１０２）上の第１の透過層（１０５）と、
　前記第１の透過層（１０５）の上方に設けられた、創傷滲出液を吸収するための吸収層
（１１０）と、
　前記吸収層（１１０）を覆っているカバー層（１４０，１６０）であって、少なくとも
１つの開口を備えており、縁部領域（２００）及び中央領域（２０１、４０７）を備える
、　カバー層（１４０，１６０）と、
　前記吸収層（１１０）の上方に設けられた、液体不透過性及び気体透過性のフィルタ層
（１３０）であって、前記カバー層（１４０，１６０）は前記フィルタ層（１３０）の上
にある、液体不透過性及び気体透過性のフィルタ層（１３０）と、
　前記フィルタ層（１３０）と前記吸収層（１１０）との間の液体及び気体透過性のさら
なる透過層（１１２）と、
を備え、
　前記フィルタ層（１３０）は、前記吸収層（１１０）と流体連通しており、
　前記さらなる透過層（１１２）が前記第１の透過層に接続され、それによって、前記さ
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らなる透過層と前記第１の透過層との間に前記吸収層を含んでいるポケットを提供し、且
つ前記さらなる透過層を介して前記フィルタ層と前記第１の透過層との間の流体経路を提
供する、装置。
【請求項２】
　前記創傷被覆材（１００）は、丸みを帯びた角領域（２０２）を有する、等しい側部長
さを有している四角形形状を備える、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記カバー層（１４０，１６０）は、前記カバー層の上部表面の中心に形成された単一
の開口（１６５）を備える、請求項１又は２に記載の装置。
【請求項４】
　前記創傷接触層（１０２）は、複数の穿孔（１０４）を備える、請求項１～３のいずれ
か一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記創傷被覆材（１００）の下部表面（１０１）に設けられた下部感圧性接着剤をさら
に備える、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記創傷接触層（１０２）の下部表面に剥離可能な保護層をさらに備える、請求項４又
は５に記載の装置。
【請求項７】
　前記さらなる透過層（１１２）は、ポンプによって発生した陰圧を広げるのに役立つた
めのマニフォールド及び散布器として作用する、請求項１～６のいずれか一項に記載の装
置。
【請求項８】
　前記カバー層（１４０，１６０）の前記中央領域（２０１，４０７）は中央隆起領域で
あり、前記さらなる透過層（１１２）はポンプによって発生した陰圧を広げるのに役立つ
ためのマニフォールド及び散布器として作用する、請求項１～６のいずれか一項に記載の
装置。
【請求項９】
　前記フィルタ層（１３０）は疎水性である、請求項１～８のいずれか一項に記載の装置
。
【請求項１０】
　前記フィルタ層（１３０）はＰＴＦＥを備える、請求項１～９のいずれか一項に記載の
装置。
【請求項１１】
　第２のフィルタ層をさらに備える、請求項１～１０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１２】
　前記フィルタ層（１３０）は、微細孔膜をさらに備え、
　前記微細孔膜は、０．０１マイクロメータから１０マイクロメータまでのサイズに及ぶ
複数の孔を備える、請求項１～１０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１３】
　前記カバー層（１４０、１６０）は、前記フィルタ層（１３０）に対して密封される、
請求項１～１２のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１４】
　前記創傷被覆材（１００）は、使用後に廃棄されることができる使い捨てのアイテムと
されることができる、請求項１～１３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１５】
　ポンプは再使用されることができ、それに対して前記創傷被覆材（１００）は創傷滲出
液を収集するために使用され、次いで使用後に廃棄されることができる、請求項１～１４
のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１６】
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　前記創傷接触層（１０２）及び前記カバー層（１４０，１６０）は、前記創傷被覆材（
１００）を一緒に保持する、請求項１～１５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１７】
　気体は前記カバー層（１４０，１６０）及び前記フィルタ層（１３０）における前記少
なくとも１つの開口を通じて排出される、請求項１～１６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１８】
　空気及び水蒸気は、前記フィルタ層（１３０）を通じてポンプ（１７０）によって排出
される、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記フィルタ層（１３０）は前記創傷被覆材（１００）を通じて上向きに気体を排出す
ることを可能にし、
　液体、粒子、及び病原体は前記創傷被覆材（１００）内に含有される、請求項１７に記
載の装置。
【請求項２０】
　前記創傷接触層（１０２）及び／又は前記吸収層（１１０）に抗菌物質をさらに備えて
いる、請求項１～１９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２１】
　鎮痛物質及び／又は細胞活動強化物質をさらに備えている、請求項１～２０のいずれか
一項に記載の装置。
【請求項２２】
　臭気分離要素をさらに備えている、請求項１～２１のいずれか一項に記載の装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、創傷を被覆するための方法及び装置、並びに創傷被覆材を製造するための
方法に関する。特に、制限されるわけではないが、本願発明は、局所的な陰圧（ＴＮＰ）
療法中に使用可能である創傷被覆材に関し、該局所的な陰圧（ＴＮＰ）療法において、該
創傷被覆材自体が創傷部位から取り除かれた創傷滲出液を収集し、且つ貯蔵するように廃
物容器として作用する、創傷被覆材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　局所的な陰圧療法の効果を高めるように意図された他の治療プロセスとともに、創傷へ
の、局所的な陰圧（ＴＮＰ）療法の適用のための装置及びその使用方法の提供に関連して
いる利用可能な多くの先行技術が存在する。そのような先行技術の例は、記載されたそれ
らの装置及び方法を含み、該装置及び方法が簡潔に以下に記載される。
【０００３】
　局所的な陰圧療法は、組織浮腫を低減することによって、血流及び肉芽組織を促進する
ことによって、過剰な滲出液を取り除くことによって、創傷の閉鎖及び治癒を手助けし、
細菌の供給を低減し、それ故に、創傷に対する感染を低減することができる。さらに、局
所的な陰圧療法は、創傷のより少ない外部障害を可能にし、且つより迅速な治癒を促進さ
せる。
【０００４】
　特許文献１には、創傷を吸引し、潅注し、且つ洗浄するための装置、創傷被覆材、及び
方法が記載されている。ごく一般的に言い方をすると、この出願は、創傷を潅注する、且
つ／又は創傷を洗浄するための追加の流体のさらなる提供とともに、創傷を吸引するため
の、局所的な陰圧療法の適用による創傷の治療であって、該流体は、創傷滲出液及び洗浄
流体の両方を備えており、次いで有害な材料から該有害な材料内の有益な材料を分離する
ための吸引手段及び循環手段によって取り除かれる、創傷の治療を記載している。創傷治
癒に対して有益である材料は、創傷被覆材を通じて再循環され、創傷治癒に対して有害で
あるそれらの材料は、廃棄物回収バッグ又は容器に廃棄される。
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【０００５】
　特許文献２には、創傷を吸引し、潅注し、且つ洗浄するための装置、創傷被覆材、及び
方法が記載されている。ごく一般的に言い方をすると、この出願は、創傷の吸引、潅注、
及び洗浄に関する特許文献１に記載の装置に類似の装置を使用するが、該装置は、創傷部
位又は創傷被覆材に戻されるその有益な材料の温度を制御するために加熱手段を提供する
、重要な追加のステップをさらに含み、それによって、例えば、最も有効な治療効果を有
するように創傷に適切な温度である。
【０００６】
　特許文献３には、吸引及び潅注を使用し、且つ／又は創傷を洗浄するための装置、創傷
被覆材、及び方法が記載されている。また、一般的な言い方をすると、この特許文献３は
、以前に記載した２つの特許文献の装置に類似の装置を記載するが、創傷を治癒すること
を促進するように、創傷部位／創傷被覆材に対する生理活性物質の供給及び塗布のための
手段を提供する追加のステップを有する。
【０００７】
　上記の特許文献の内容は、参照によって本願に含まれる。
【０００８】
　しかしながら、上記の装置及び方法は、一般的に、使用される装置が複雑であり、該装
置の操作方法および保守方法における専門的な知識を有する人間を必要とし、該装置が非
常に重く、かさばり、例えば、患者によって病院環境の外側での容易の移動性のために適
合されないので、入院している時にのみに患者に適用可能とされる。
【０００９】
　連続的な入院期間を必要としないが、例えば、それにもかかわらず、局所的な陰圧療法
の持続性の適用から利益を得る、あまり重症ではない創傷を有している何人かの患者は、
容易に携帯可能であり、且つ容易に保守可能である局所的陰圧療法装置の利用の可能性を
条件として、家庭で又は仕事場で治療させることができる。この目的のために、特許文献
４には、患者によって運搬されることができ、且つベルト又はハーネスに挟んで取り付け
られることができる、局所的な陰圧療法の携帯用治療ユニットが記載されている。陰圧は
、それ故に、創傷部位に適用されることができる。
【００１０】
　局所的な陰圧療法中に、携帯用治療ユニット又は非携帯用治療ユニットは、創傷部位で
陰圧を発生させる。空気及び創傷滲出液材料を含んでいる流体が創傷部位から取り除かれ
ると、この流体は、創傷部位から遠くに、いくつかの方法で収集されなければならない。
先行技術の治療ユニットとともに、創傷滲出液材料の収集及び蓄積は、該治療ユニットの
ポンプユニットに接続された廃棄物キャニスタによって従来実行される。しかしながら、
キャニスタの使用は、治療ユニット装置自体が非常にかさばり、その製造コストが高いこ
とを結果的にもたらす場合がある。同様に、創傷滲出液が収集されるキャニスタ又はキャ
ニスタにおけるバッグを交換することは、多大な時間を必要とする場合があり、非常に非
衛生的なプロセスとされる場合がある。
【００１１】
　先行技術の療法ユニットはまた、陰圧を発生させるために使用されるポンプを含む傾向
がある。そのようなポンプは、製造するのが高価であり、且つ非常に重い。
【００１２】
　参照によって本願に組み込まれる特許文献５には、マイクロポンプを有する内蔵型の創
傷被覆材が開示される。真空空間内に創傷流体を引き入れるためのポンプは、創傷被覆材
自体に含まれる。それにもかかわらず、被覆材からの創傷滲出液は、複雑な一連のステッ
プを介してのみ除去されることができる。創傷滲出液除去プロセスはまた、吸収層が創傷
滲出液で完全に飽和すると、吸収層及びマイクロポンプが取り除かれることができるよう
に、アクセスドアが創傷被覆材において開口されなければならないので、汚染される傾向
がある。そのような滲出液除去及びポンプ除去が、多大な時間を必要とする場合があり、
且つ使用者間で相互汚染に導く場合があることは、認識されるであろう。さらなる問題は
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、創傷被覆材が過膨脹及び破裂の傾向があることである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】国際公開第２００４／０３７３３４号パンフレット
【特許文献２】国際公開第２００５／０４６７０号パンフレット
【特許文献３】国際公開第２０００５／１０５１８０号パンフレット
【特許文献４】英国特許出願公開第２ ３０７ １８０号明細書
【特許文献５】国際公開第２００７／０３０６０１号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　上記の問題を少なくとも部分的に緩和することは、本願発明の目的である。
【００１５】
　創傷閉鎖を促進させるように創傷部位で陰圧を提供し、治癒するための方法であって、
該療法中に創傷部位から抜き取られた創傷滲出液が収集され、且つ創傷被覆材内に蓄積さ
れる方法を提供することは、本願発明のある実施形態の目的である。
【００１６】
　創傷部位上に配置されることができ、且つその創傷部位で陰圧を発生させるための一体
型のポンプを含む創傷被覆材を提供することは、本願発明のある実施形態の目的である。
同様に、特定の実施形態にとって、創傷被覆材は、任意の創傷滲出液を収集することがで
きる。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本願発明の第１の態様によれば、創傷を被覆するための装置であって、創傷滲出液を吸
収するための吸収層と、前記吸収層上の液体不透過性及び気体透過性のフィルタ層と、少
なくとも１つのオリフィスを備えているカバー層と、を備えている装置において、前記吸
収層は、前記フィルタ層と流体連通とされる装置を提供する。
【００１８】
　本願発明の第２の態様によれば、創傷部位で局所的な陰圧（ＴＮＰ）を適用する方法で
あって、創傷部位及び創傷被覆材と密封された創傷部位の周りの周囲領域から創傷滲出液
及び空気を吸い上げるステップと、前記創傷被覆材の吸収層において前記創傷部位から吸
い上げた創傷滲出液を収集するステップと、前記吸収層と流体連通する前記創傷被覆材の
カバー層及びフィルタ層における少なくとも１つのオリフィスを通じて気体を排出するス
テップと、を備えている方法を提供する。
【００１９】
　本願発明の特定の実施形態は、使い捨て可能な創傷被覆材が創傷部位上で固定されるこ
とができ、創傷部位で陰圧を提供し、創傷滲出液を収集し、蓄積するために同時に使用さ
れることができるとの利点を提供する。
【００２０】
　本願発明の特定の実施形態は、別個の治療ユニットが創傷部位で陰圧を発生させ、任意
の創傷滲出液を収集し、且つ蓄積する必要がないとの利点を提供する。それどころか、創
傷被覆材は、吸上げプロセス及び創傷滲出液収集プロセスの両方を実行することができる
。創傷被覆材は、その結果、使用後に廃棄されることができる使い捨てのアイテムとされ
ることができる。これは、汚染のリスクを低減する。
【００２１】
　本願発明の特定の実施形態は、創傷被覆材が陰圧治療プロセス中に発生した創傷滲出液
を収集するために使用されることができる利点を提供する。創傷被覆材から離れたポンプ
は、創傷被覆材に接続されることができ、且つ再使用されることができ、それに対して、
創傷被覆材自体が創傷滲出液を収集するために使用され、次いで使用後に廃棄されること
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ができる。
【００２２】
　本願発明の実施形態は、添付した図面を参照して、例示のみによってここ以降に記載さ
れるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】創傷被覆材を図示する図である。
【図２】創傷被覆材の平面図である。
【図３】創傷被覆材の一部を図示する図である。
【図４】取り付けられたポンプを有する創傷被覆材の拡大図である。
【図５】創傷被覆材を通じた水平断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図面において、類似の参照符号は、類似の部品に言及する。
【００２５】
　図１は、本願発明の一の実施形態による創傷被覆材１００の断面図を図示する。創傷被
覆材１００の上方から見た平面図は、図１に示された断面図の位置を表示しているライン
Ａ－Ａとともに、図２に図示される。図１が、装置１００の一般化された概略図を図示す
ることは、理解されるであろう。本願発明の実施形態が局所的陰圧（ＴＮＰ）システムに
おいて使用するために実質的に適用可能とされることは、理解されるであろう。簡潔に言
えば、陰圧創傷閉鎖法は、組織浮腫を低減することによって、血流及び粒状の組織形成を
促進することによって、過剰な滲出液を除去することによって、細菌の供給を低減するこ
とによって、（及び、それ故に感染のリスクを低減することによって、）多くの形態の「
治癒しづらい」創傷の閉鎖及び治癒を手助けする。さらに、該療法は、創傷のより少ない
障害を可能し、より迅速な治癒に導くことを可能にする。
【００２６】
　創傷被覆材１００は、治療されるべき創傷部位上に配置されることができる。創傷被覆
材１００は、創傷部位上に密封された空洞を形成する。任意に、創傷包装は、創傷被覆材
の下で、創傷空洞内で使用されることができる。適切には、創傷包装材料は、ガーゼ又は
網状のポリウレタンフォーム材料とされることができる。
【００２７】
　本願発明を体現する装置のための陰圧の範囲は、約－５０ｍｍＨｇと約－２００ｍｍＨ
ｇとの間とされる（それらの陰圧が通常の周囲大気圧力に対するものであり、それ故に、
－２００ｍｍＨｇが、実際的な言い方をするなら、約５６０ｍｍＨｇとされるであろうこ
とに留意するべきである）ことは、予想される。適切には、陰圧の範囲は、約－７５ｍｍ
Ｈｇと約－１５０ｍｍＨｇとの間とされる場合がある。代替的には、－７５ｍｍＨｇまで
の陰圧の範囲、－８０ｍｍＨｇまでの陰圧の範囲、又は－８０ｍｍＨｇ以上の陰圧の範囲
は、使用されることができる。同様に、適切には、－７５ｍｍＨｇ以下の陰圧の範囲は、
使用されることができる。代替的には、－１００ｍｍＨｇ以上の陰圧の範囲は、使用され
ることができ、又は－１５０ｍｍＨｇ以上の陰圧の範囲が使用されることができる。
【００２８】
　図１に図示されるように、創傷被覆材１００の下部表面１０１は、任意の創傷接触層１
０２によって提供される。創傷接触層１０２は、例えば、ホットピンプロセス（ｈｏｔ 
ｐｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ）を介して穿孔される、又はいくつかの他の方法で穿孔される、
又は、液体又は気体に対する透過可能に形成される、ポリウレタン層、ポリエチレン層、
又は他の可撓性を有する層とされることができる。創傷接触層は、下部表面１０１及び上
部表面１０３を有する。複数の穿孔１０４は、創傷接触層における貫通孔とされ、流体が
創傷接触層を通じて流れることができる。創傷接触層は、創傷被覆材の他の材料内へ組織
内成長を妨げるのに役に立つ。複数の穿孔は、この要件を満たすために十分小さいが、さ
らに流体が通過することを可能にする。創傷接触層は、ともに創傷被覆材の全体を保持す
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るのに役立ち、任意の下部接触層及び上部接触層（図示せず）のために、キャリアーとし
て作用する。例えば、下部感圧性接着剤は、創傷被覆材の下部表面１０１上に提供される
ことができる一方、上部感圧性接着剤は、創傷接触層の上部表面１０３上に提供されるこ
とができる。感圧性接着剤は、シリコンベースの接着剤又はアクリルベースの接着剤、又
は他のそのような接着剤とされる場合があり、創傷接触層の両側部、又は任意には、選択
された一の側部、又はいずれの側部でもない部分で形成されることができる。下部感圧性
接着剤が利用される場合に、これは、創傷部位の周りの肌に創傷被覆材を付着するのに役
に立つ。
【００２９】
　フォーム層又は同様のものなどの多孔性材料の任意の層１０５は、創傷接触層の上方に
配置される。この多孔性層は、創傷部位から離れて創傷被覆材の上部層への、液体及び気
体を含んでいる流体の透過を可能にする。多孔性層１０５はまた、以下に詳細に述べられ
るポンプによって発生した圧力を分配するのに役立ち、それによって創傷部位全体は、均
等な陰圧になる。天然又は合成とされる網状のフォーム又は不織布材料は、多孔性層１０
５の多孔性材料として使用されることができる。
【００３０】
　吸収材料の層１１０が、該透過層１０５の上方に設けられる、又は、下部透過層が創傷
接触層上に使用されない、又は、該透過層１０５又は該創傷接触層１０２が使用されない
、又は、吸収層の下部表面が創傷接触層を形成する。吸収材料は、フォーム材料又は天然
不織布材料又は人工不織布材料とされる場合があり、且つ任意に超吸収材料を含む場合が
ある、又は超吸収材料とされる場合があり、該吸収材料は、創傷部位から取り除かれた流
体、特に液体のためのリザーバーを形成する。吸収層の材料はまた、創傷被覆材で収集さ
れた液体がスロッシング方式における流出することを防止する。吸収層１３０はまた、流
体が創傷部位から抜き取られ、且つ該吸収層の至る所に蓄積されるように、吸上げ作用を
介して該吸収層の至る所に流体を分配するのに役立つ。これは、吸収層の領域におけるア
グロメレーション（ａｇｇｌｏｍｅｒａｔｉｏｎ）を防止する。使用時に、吸収層が陰圧
を経験するので、吸収層の材料は、そのような環境下で液体を吸収するように選択される
。超吸収材料は、そのような材料の例である。しかしながら、十分な陰圧が予想される場
合でも、超吸収材料ではない材料は使用されることができる。吸収層の材料は、親水性と
される必要はない。適切には、複数の結合性開口空隙（ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｅ ｏｐｅｎ 
ｖｏｉｄｓ）を有する材料が使用されることができる。適切には、陰圧の圧縮力に抵抗す
ることができる材料、例えば、フォームセクニクス社によって製造された与圧されたＦＴ
１１Ｍフォームが使用されることができる。適切には、吸収材料は、創傷被覆材が取り除
かれる場合に、流体が戻って排出されることを妨げるように選択される。超吸収材料が使
用される場合に、そのような材料が陰圧の圧縮力に対して伸張することが可能であること
は、留意されるべきである。
【００３１】
　フォーム材料などの多孔性材料又は同様のものなどの多孔性材料のさらなる任意の層１
１２は、吸収層１１０の上方に配置される。この多孔性層は、創傷部位から離れて創傷被
覆材の上部層への、液体及び気体を含んでいる流体の透過を可能にする。さらなるオプシ
ョンの層１１２はまた、創傷部位全体が均一な陰圧になるように、以下により詳細に記載
されるようなポンプによって発生した圧力を分配するのに役立つ。網状のフォーム材料又
は天然又は人工とされる場合がある不織布材料は、多孔性層１１２の多孔性材料として使
用されることができる。該材料は、多孔性材料の前述された層１０５と同一の材料又は異
なる材料とされる場合がある。
【００３２】
　フィルタ層１３０は、吸収層１１０の上方に設けられる。フィルタ層は、水蒸気及び気
体が透過することを可能にするが、液体が透過することができない。フィルタ層１３０の
フィルタ材料のための適切な材料は、ＭＭＴ範囲（ＭＭＴ ｒａｎｇｅ）から延伸された
ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）からなる０．２ミクロンのゴア（登録商標）で
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ある。より大きい孔の寸法は使用されることもできるが、それらは、十分なバイオバーデ
ン含有（ｆｕｌｌ ｂｉｏｂｕｒｄｅｎ ｃｏｎｔａｉｎｍｅｎｔ）を確実にするために第
ニのフィルタ層を必要とする場合がある。創傷流体が脂質を含有するので、必須ではない
が、例えば、０．２ミクロンのＭＭＴ－３２３の前に、１．０ミクロンのＭＭＴ－３３２
の油分をはじくフィルタ膜を使用することが望ましい。これは、脂質が疎水性フィルタを
遮断することを妨げる。
【００３３】
　他の種類の材料が、フィルタ層のために使用され得ることは、理解されるであろう。よ
り具体的は、微孔性の膜には、薄く、平らな高分子材料のシートが使用されることができ
、これは、数十億の微細孔を含む。選択された膜に応じて、それらの孔は、０．０１マイ
クロメータから１０マイクロメータ以上までのサイズに及ぶことができる。微孔性の膜は
、親水性の形態（水濾過）及び疎水性の形態（撥水性）の両方で利用可能とされる。適切
には、本願発明の特定の実施形態による創傷被覆材１００は、微孔性疎水性膜（ＭＨＭｓ
）を使用する。多数のポリマーは、微孔性疎水性膜を形成するために使用される場合があ
る。例えば、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ポリプロピレン、ポリフッ化ビ
ニル（ＰＶＤＦ）、及びアクリルポリマーである。それらの任意のポリマーの全ては、疎
水性及び油をはじく性質（ｏｌｅｏｐｈｏｂｉｃ）の両方とされる特定の表面特性を得る
ために、処理されることができる。そのようなポリマーは、マルチビタミン注入剤、脂質
、界面活性剤、オイル、及び有機溶媒などの、低い表面張力を有する液体をはじくであろ
う。
【００３４】
　微孔性疎水性膜は、液体を遮断する一方、空気が該膜を通じて流れることを可能にする
。それらはまた、感染性のエアロゾル及び粒子を潜在的に除去する高い効率的な空気フィ
ルタである。微孔性疎水性膜の単一の部品は、機械的なバルブ又はベントを交換するため
に、オプションとして周知される。微孔性疎水性膜の組込みは、それ故に、患者への利益
、及び費用／利益の割合を改善する製品組立の費用を低減することができる。
【００３５】
　フィルタ層１３０は、それ故に、気体が創傷被覆材を通じて上方向に排出されることを
可能にする。しかしながら、液体、粒子、及び病原微生物は、創傷被覆材に含まれている
。
【００３６】
　気体不透過性シール層１４０は、創傷被覆材の幅と交差して延在する。該気体不透過性
シール層は、例えば、感圧性接着剤をその両側部に有しているポリウレタンフィルムとさ
れる場合があり、気体に対して透過不可能であり、それ故に、該気体不透過性シール層は
、創傷被覆材がその上に配置される創傷空洞を密封するように作用する。この方法におい
て、効果的なチャンバーは、気体不透過性シール層の下に形成され、該気体不透過性シー
ル層と創傷部位との間には、陰圧が確立されることができる。気体不透過性シール層１４
０は、フィルタ層１３０に密封される。例えば、接着剤又は溶着技術を介して密封される
。創傷被覆材から出ている気体は、それ故に、フィルタ層及びシール層を通過する。
【００３７】
　適切には、該シール層の材料は、高い透湿性を有することができ、例えば、ＢＡＳＦ社
によって製造されたエラストラン（登録商標）ＳＰ９１０９である。ドットパターン状に
塗布されたアクリル接着剤は、透湿性を改善するのに役立つために選択的に使用されるこ
とができる。シール層１６０として高い透湿性を有する材料を使用することの利点は、創
傷被覆材の流体処理能力が、フィルムを通じて発散し、大気へ拡散する水蒸気の作用によ
って、著しく増加されることができることができる点である。有利には、被覆材内で達成
される高い湿度、及び大気圧下で、２５０ｍｍＨｇまでの陰圧で、該装置の使用中に達成
される材料の密接な接触の結果として、３０００グラム／平方センチメートル／２４時間
のオーダーの発散速度は、容易に達成されることができる。
【００３８】
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　図１に図示されるように、複数の貫通孔１４１のグリッドアレイは、シール層に設けら
れる。それらの貫通孔は、気体及び液体を含んでいる流体がシール層１４０を通過するこ
とを可能にする。代替的には、別個のカバー層及びシール層が使用される位置において、
下に載置している複数の層の周囲領域にのみ延在する場合があり、その周囲領域において
、外部層（以下に詳細に記載される）とフィルタ層との間で密封する。結果として、創傷
部位から出ている任意の気体は、フィルタ層を介して排出しなければならない。液体は、
フィルタ層の下の複数の層内に保持される。
【００３９】
　フォーム層などの、多孔性材料又は同様のものの層１５０は、シール層１４０の上方に
配置される。この多孔性材料の層は、創傷部位から離隔する、液体及び気体を含んでいる
流体の透過を可能にする。多孔性材料の層１５０はまた、以下に詳細に記載されるように
、ポンプによって発生した圧力を分配するのに役立ち、それによって、創傷部位全体が、
均一化された陰圧になる。網状のフォーム又は天然又は人工とされる場合がある不織布材
料は、多孔性材料の層１５０の多孔性材料として使用されることができる。この材料は、
下に載置している層１０５、１１２の材料と同一とされる、又は異なるとされる場合があ
る。
【００４０】
　カバー層１６０は、創傷被覆材１００の吸収層を覆う。カバー層は、例えば、ポリウレ
タンフィルムとされる場合があり、バクテリアバリアとして作用し、汚れを停止する（ｓ
ｔｏｐ ｆｏｕｌｉｎｇ）ために液体中で保持されるのに役立つ。カバー層はまた、創傷
被覆材の一体性を提供し、水蒸気及び気体に対して透過不可能である。カバー層は、一緒
に創傷被覆材を保持するのに役立ち、構造的な一体性を提供する。上部表面１７１はまた
、バクテリアフリーの汚れていない表面を提供する。代替物として、カバー層の材料は、
高い透湿性を有することができ、例えば、ＢＡＳＦ社によって製造されたエラストラン（
登録商標）ＳＰ９１０９である。ドットパターン状に塗布されたアクリル接着剤は、透湿
性を改善するのに役立つように選択的に使用されることができる。カバー層１６０として
高い透湿性を有する材料を使用することの利点は、創傷被覆材の流体処理能力が、フィル
ムを通じて発散し、大気へ拡散する水蒸気の作用によって、著しく増加されることができ
ることができる点である。有利には、被覆材内で達成される高い湿度、及び大気圧下で、
２５０ｍｍＨｇまでの陰圧で、該装置の使用中に達成される材料の密接な接触の結果とし
て、３０００グラム／平方センチメートル／２４時間のオーダーの発散速度は、容易に達
成されることができる。
【００４１】
　単一孔又は孔の近接配置として形成された単一の開口１６５は、上部カバー層の中央領
域において形成される。単一の開口１６５は、カバー層の上部表面１７１上に配置される
ポンプ１７０のインレットと流体連通する。動作中において、ポンプ１７０は、創傷被覆
材を通じて流体を吸い上げる、すなわち、創傷接触層１０２の下の創傷部位から、第１の
透過層１０５、吸収層１１０、さらなる透過層１１２、フィルタ層１３０、シール層１４
０、及びさらなる透過層１５０を通じて、上方に流体を吸い上げる。
【００４２】
　本願発明の実施形態による創傷被覆材１００を図示する図２を参照して、創傷被覆材の
中央から離隔して、フォーム層及び吸収層１１０を上に載置している中央隆起領域２０１
を囲んでいる縁部領域２００へ、放射状に外側方向に延在する、カバー層１７０の上部表
面１７１を見ることができる。図２はまた、カバー層上のポンプ１７０の配置を図示する
のに役立つ。図２に示されるように、創傷被覆材の一般的な形状は、丸みを帯びた角領域
２０２とともに、等しい側部長さを有している四角形とされる。本願発明の他の実施形態
による創傷被覆材が、矩形形状、円形状、楕円形状の被覆材などのように、異なって形成
されることができることは、理解されるであろう。
【００４３】
　図３は、図１、図２、及び図３に図示された創傷被覆材１００の縁部領域２００の拡大
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図を図示する。見られるように、カバー層１６０は、フォーム透過層１５０の上方に縁部
領域まで延在する。ここで、カバー層は、シール層１４０及び創傷接触層１０２に固着さ
れる。図３はまた、創傷接触層１０２における複数の穿孔１０４がどのようにフォーム層
１０５及び吸収層１１０の周りに延在しているのかを図示するのに役立つ。空間３０１が
、図３において、シール層１４０の下に、且つ創傷接触層１０２の上方に、透過層１０５
、１１２及び吸収層１１０の端部で、示されることに留意されるであろう。空間３０１は
、図示の理由のためのみに示され、実際には、透過層及び吸収層は、いくぶん空間を低減
するように傾斜されるであろう。さらなる空間３０２は同じように、図３において、シー
ル層の上方に、且つカバー層の内側表面の下に図示される。また、これは、図示の理由の
ためにのみに含まれ、実際には、それらの空間は、製造方法においてニッププロセスに起
因して避けられるであろう。使用する場合に、創傷被覆材が、カバー層の内側表面によっ
て画定された領域内で陰圧にさらされるであろうことはまた、当業者によって理解される
であろう。そのような陰圧は、任意の残留空間を崩壊させる傾向があるであろう。
【００４４】
　本願発明の実施形態によれば、創傷接触層がオプションとされることは、理解されるで
あろう。使用される場合に、この層は、水に対して浸透性であり、下に載置している創傷
部位と対向する。網状のポリウレタンフォーム層などの下部多孔性層１０５は、気体及び
流体除去を分散するために使用され、それによって、創傷の全ての領域が等しい圧力にさ
らされる。シール層は、フィルタ層とともに創傷に亘って略液密密封を形成する。それ故
に、ポンプ１７０が吸い上げるにつれて、陰圧は、シール層の下で発生する。この陰圧は
、それ故に目標となる創傷部位で経験される。空気及び創傷滲出液を含んでいる流体は、
創傷接触層及び網状のフォーム層１０５を通じて抜き取られる。創傷被覆材の下部層を通
じて抜き取られた創傷滲出液は、分散され、且つ吸収層内に吸収され、該吸収層において
、創傷滲出液が集められ、且つ蓄積される。空気及び水蒸気は、創傷被覆材を通じて上方
に抜き取られ、中間透過層１１２を通じて且つフィルタ層及びシール層を通じて上方に抜
き取られる。フィルタ層及びシール層は、水蒸気及び空気以外の任意の物質の創傷被覆材
を通じた上方への移動を妨げるように、一緒に固定される。この空気及び水蒸気は、ポン
プ１７０によって上方に、流体インレット３００内に抜き取られる。ポンプは、流体出口
（図示せず）を通じて、空気及び水蒸気として流体を排出する。
【００４５】
　上部透過層１５０及びカバー層１６０がオプションとされることは、留意されるべきで
ある。それらの使用は、フィルタ層の一部が別の方法で閉塞される状態になる場合に、複
数の方向付け中での使用に役立つ。別個のカバー層１６０が利用されない場合に、シール
層はまた、創傷被覆材を覆う別の機能を実施し、それ故にカバー層としてさらに作用する
であろう。
【００４６】
　フィルタ層を上に載置しているカバー層を有するというよりはむしろ、カバー層自体が
フィルタ層によって上に載置されていることは、当業者によって理解されるであろう。カ
バー層はそれ故に、創傷被覆材の最も外側層とされる場合がある、又はフィルタ層は、創
傷被覆材の最も外側層とされる場合がある。さらに、複数の外部層（図示せず）は、複数
の外部層が気体及び水蒸気に対して透過可能とされる限り、任意に使用される場合がある
。
【００４７】
　さらなるオプションとして、創傷被覆材は、抗菌性、例えば、創傷接触層上に微小結晶
性銀物質（ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ ｓｉｌｖｅｒ ａｇｅｎｔｓ）及び／又は吸
収層内に硫化銀ジアジン（ｓｉｌｖｅｒ ｓｕｌｐｈｕｒ ｄｉａｚｉｎｅ）を含むことが
できる。これらは、別々に、又は一緒に使用される場合がある。これらは、創傷における
微生物及び吸収マトリックスにおける微生物をそれぞれ殺す。さらなる任意の他の有効成
分として、例えば、イブプロフェンなどの痛み抑制剤が含まれる場合がある。同様に、例
えば、成長因子などの細胞活動を高める物質、又はマトリックスメタロプロテアーゼ阻害
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剤（ｍａｔｒｉｘ ｍｅｔａｌｌｏｐｒｏｔｅｉｎａｓｅ ｉｎｈｉｂｉｔｏｒｓ）、組織
性メタロプロテアーゼ阻害因子（ｔｉｓｓｕｅ ｉｎｈｉｂｉｔｏｒｓ ｏｆ ｍｅｔａｌ
ｌｏｐｒｏｔｅｉｎａｓｅ （ＴＩＭＰＳ））、又は亜鉛キレート剤（ｚｉｎｃ ｃｈｅｌ
ａｔｏｒｓ）などの阻害物質（ｉｎｈｉｂｉｔ ｅｎｚｙｍｅ）が使用されることができ
る。さらなるオプションとして、活性炭（ａｃｔｉｖａｔｅｄ ｃａｒｂｏｎ）、ジクロ
デキストリン（ｃｙｃｌｏｄｅｘｔｒｉｎｅ）、ゼオライト（ｚｅａｌｉｔｅ）、又は同
様のものなどの臭気分離要素（ｏｄｏｕｒ ｔｒａｐｐｉｎｇ ｅｌｅｍｅｎｔｓ）は、吸
収層内に含まれでもよく、又はフィルタ層上のさらなる層として含まれてもよい。
【００４８】
　図４は、図１、図２、及び図３に図示された創傷被覆材の拡大図を図示する。図４に図
示されるように、創傷被覆材の最下部層は、穿孔された創傷接触層１０２とされる。使用
する前に、さらなる下部保護層が、創傷接触層の下部表面１０１に固着される場合がある
ことは、理解されるであろう。保護用紙（図示せず）は、創傷部位上に創傷被覆材の適用
より前に、すぐに取り除かれる。製造中に、創傷接触層１０２の中央領域４００は、創傷
接触層のために窪んだ上部表面１０３を提供するように、僅かに窪んだ状態にさせる。
【００４９】
　透過層１０５は、創傷接触層の窪んだ中央領域４００内に正しく配置される。フォーム
層は、まっすぐな複数のカラム４０２のアレイと一緒に略矩形状のベース領域４０１を含
む。図４に図示されるように、８×８のカラム４０２のアレイは、使用される場合がある
。他の数のカラムが採用される場合があることは、理解されるであろう。複数のカラム４
０２は、略円状の断面を有するけれども、異なる断面形状を有するカラム要素が使用され
ることができることは、理解されるであろう。カラム要素４０２及びベース区域４０１は
、適切に一体的に形成されるけれども、それらのカラム要素及びベース区域は、カラム要
素が例えば接着技術を介して、適切な方法でベース区域に固着される状態で、別々に形成
されることができる。
【００５０】
吸収層１１０は、透過層１０５の上に配置される。吸収層１１０は、吸収材料の層とされ
、吸収材料の略矩形状のブロック４０４において形成された複数の貫通孔４０３を含む。
複数の貫通孔は、下に載置している透過層において、まっすぐなカラム４０２と一致する
ように、８×８アレイにおいて設計される。複数の貫通孔４０３の数及びパターンがカラ
ムの形状、数、及び配置と一致するように選択されることは、理解されるであろう。
【００５１】
　中間透過層１１２は、ベース区域４０５の下部表面から下向きに延在しているカラム４
０６のアレイを有する、例えば、網状のフォーム、多孔性材料の略矩形状のベース区域４
０５とされる。複数のカラム４０６は、吸収層における複数の貫通孔４０３の配置と一致
する。中間透過層１１２の複数のカラム４０６が、透過層のベース部分４０５とともに一
体に形成される場合があり、又はそれらにいくつかの様式で固着される場合があることは
、理解されるであろう。下部透過層及び中間透過層の複数のカラム４０２、４０６の高さ
はそれぞれ、創傷被覆材が組み立てられる場合に、下部透過層の複数のカラム４０２の上
部接触表面及び中間透過層の複数のカラム４０６の下部接触表面が接触するようにされる
。
【００５２】
　それ故に、それらは、吸収層を通じて流体の透過経路を提供し、それによって、ポンプ
１７０が動作している場合に、空気及び創傷滲出液を含んでいる流体が、下部領域から吸
収層を通じて上方へ抜き取られる。
【００５３】
　フィルタ材料の矩形状の層１３０は、中間透過層のベース区域４０５の上部表面の上に
配置される。フィルタ層は、フィルタ層を通じた液体の移動を阻止する。フィルタ層は、
適切には、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）からなる０．２ミクロンのゴア（登
録商標）である。
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【００５４】
　シール層１４０は、フィルタ層１３０の上に配置される。シール層は、縁部領域及び略
窪んだ中央領域４０７を有する。シール層１４０の下側はそれ故に、窪んでいる。５×５
のグリッドアレイで設計された複数の孔のアレイは、シール層１４０を通じて形成される
。複数の孔から離隔したシール層は、気密及び液密とされる。高い透湿性を有する材料が
任意に使用される場合に、次いで、該シール層は当然ながら、水蒸気に対して透過可能と
されることができる。液体及び気体を含んでいる流体は当然ながら、複数の穿孔を通じて
浸透することができる。しかしながら、シール層の下側に固着されたフィルタ層１３０は
、複数の孔を通じた液体の浸透を妨げ、ある程度、空気の浸透を妨げる。水蒸気は、複数
の孔を通じて浸透することができる。
【００５５】
　網状のフォームのシートとして形成された上部透過層は、シール層１４０の上部表面の
中央領域の上に配置される。上部透過層は、ポンプ１７０によって発生した陰圧を広げる
のに役立つためのマニフォールド及び散布器として作用する。
【００５６】
　カバー層１６０は、シール層及び上部透過層１５０の上に配置される。カバー層は、縁
部領域２００及び中央隆起領域２０１を有する。カバー層の下側は、それ故に、上部透過
層、シール層の隆起した中央領域、及びフィルタ層、中間透過層、吸収層、及び下部透過
層を受容するために、中央窪み領域を提供する。中央開口１６５は、カバー層の上部表面
の中央に形成される。中央開口１６５は、ポンプ１７０の流体インレット３００と一致す
るように配置される。それ故に、使用中に、ポンプ１７０が使用される場合に、陰圧は、
カバー層１６０の下に発生する。この陰圧は、創傷被覆材の至る所で、及び創傷接触層の
下に配置される目標となる創傷で、分配される。陰圧が確立され、維持されるにつれて、
創傷滲出液及び空気は、創傷部位から離隔して創傷被覆材を通じて上方に抜き取られる。
液体及び空気は、創傷接触層を通じて下部透過層１０５のベース領域内に上向きに抜き取
られ、下部透過層及び中間透過層における接続する複数のカラムを通じて上向きに抜き取
られる。吸収層の全体を橋渡しするのに十分な高さを有している複数のカラムが、下部透
過層１０５の上部表面又は中間透過層１１２の下部表面のいずれかに設けられることがで
きることは、当然ながら理解されるであろう。代替的には、吸収層における複数の孔４０
３は、創傷被覆材が製造される場合に、フォームシリンダーなどの透過材料で満たされる
場合がある。創傷被覆材を通じて上方に抜き取られた任意の創傷滲出液は、吸収層の孔領
域における吸収層から外側方向に分散される。液体はそれ故に、吸収層内で収集され、且
つ吸収層内に蓄積される。空気及び水蒸気は、フィルタ層１３０及びシール層１４０を通
じて上方に運ばれ、ポンプ１７０によって排出される。
【００５７】
　図５は、複数の孔４０３を含んでいる吸収層の上部表面４０４を図示している創傷被覆
材の水平断面図を図示する。複数の孔４０３のそれぞれは、下部中間層からのカラム４０
２などの吸収材料で満たされる。
【００５８】
　本願発明の特定の実施形態によれば、下部透過層から中間透過層へ透過されることがで
きる流体連通経路が、下部領域及び中間領域の周囲領域とともに挟んで締め付けることに
よって、形成されることができることは、理解されるであろう。流体透過は、それ故に、
創傷被覆材の周囲縁部の周りに生じるであろう。そのような流体経路は、吸収層における
孔を貫通している複数のカラムによって形成された流体経路を取り換える場合があり、又
は代替的には、そのような通路の代わりをすることができる。これは、結果として生じる
創傷被覆材における層１１０における吸収材料の品質を最大限にするであろう。
【００５９】
　本願発明の特定の他の実施形態によれば、遠隔のポンプが、上部表面ではなく、創傷被
覆材の縁部領域に取り付けられる場合があることに留意されるべきである。そのような場
合において、チューブは、ポンプに直接的に接続されることができる。単一の使用に続い
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て、創傷被覆材及びポンプは、廃棄される場合がある。オプションとして、該チューブに
は、クリックフィットコネクタ（ｃｌｉｃｋ ｆｉｔ ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ）、又は遠隔の
ポンプに対応するチューブを介して接合された、対応する相手コネクタに接続されること
ができる他の容易なフィットコネクタが設けられる場合がある。この方法において、遠隔
のポンプは、再使用されることができる一方、接続チューブ及びコネクタを含んでいる創
傷被覆材自体は、単一の使用後に使い捨てされる。
【００６０】
　代替的に、チューブが、単一の二重ルーメンチューブによって提供されることができる
ことは、理解されるであろう。さらなる代替物として、それらのチューブは、単一の連続
的なループ状のチューブとされることができ、該チューブは蠕動ポンプのためのピンチロ
ーラを通過することができる。
【００６１】
　カバー層又は創傷被覆材の周囲の縁部領域上に取り付けられたポンプを含む本願発明の
実施形態のために、一体型の電源及び制御回路が含まれることができることは、理解され
るであろう。代替的には、電源がポンプの外部とされ、且つ遠くに取り付けられることが
できる。遠隔の電源及び／又は制御回路は、創傷被覆材の廃棄可能性を改善し、予備のバ
ッテリーが使用される場合にバッテリーの再チャージを可能にする。
【００６２】
　使用時において、創傷被覆材が、所定の角度又は垂直で「逆さまに」使用される場合が
あることは、留意されるべきである。それ故に、上方及び下方に対する参照は、説明の目
的のためのみに使用される。
【００６３】
　別個のカバー層及びシール層が使用される場所において、そのような層は、同一の材料
又は異なる材料から製造される場合がある。
【００６４】
　この明細書の説明及び特許請求の範囲の至る所で、「備える」及び「含む」との用語、
それらの変形、例えば「備えている」及び「備える」との用語は、「制限されないが、含
んでいる」ことを意味し、他の一部、追加部、コンポーネント、一体部、及びステップを
排除するために意図されない（排除されない）。
【００６５】
　この明細書の説明及び特許請求の範囲の至る所で、単数は、文脈が別な方法で必要とす
る限り、複数を含んでいる。特に、不定冠詞が使用される明細書は、文脈が別な方法で必
要とする限り、単数と同様に複数を考慮するので、理解されるべきである。
【００６６】
　本願発明の特定の態様、実施形態、又は例と併せて記載された特徴、完全体、特性、混
合物、化学成分、又はグループは、それらとともに不適合ではない限り、本願明細書に記
載された任意の他の態様、実施形態、又は例に適用可能とされるように、理解されるべき
である。
【００６７】
　さらに、本開示による主題の例示的で包括的ではない例示は、以下の条項１～３８にお
いて提供される。
［条項１］
　創傷を被覆するための装置であって、
　創傷滲出液を吸収するための吸収層と、
　前記吸収層上の液体不透過性及び気体透過性のフィルタ層と
　少なくとも１つのオリフィスを備えているカバー層と、
を備えている装置において、
　前記吸収層は、前記フィルタ層と流体連通とされることを特徴とする装置。
［条項２］
　前記吸収層の下に載置している液体透過性及び気体透過性の第１の透過層をさらに備え
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、前記第１の透過層が前記フィルタ層と流体連通することを特徴とする条項１に記載の装
置。
［条項３］
　前記吸収層と前記フィルタ層との間に、液体透過性及び気体透過性のさらなる透過層を
さらに備えていることを特徴とする条項１又は２に記載の装置。
［条項４］
　前記さらなる透過層が前記第１の透過層に接続され、
それによって、前記吸収層を含んでいる前記さらなる透過層と前記第１の透過層との間に
ポケットを提供し、前記さらなる透過層を介して前記フィルタ層と前記第１の透過層との
間の流体経路を提供することを特徴とする条項３に記載の装置。
［条項５］
　前記吸収層は、少なくとも１つの貫通孔を備え、
前記第１の透過層及び／又は前記さらなる透過層は、少なくとも１つのカラム要素を備え
、該少なくとも１つのカラム要素は、前記カラム要素を介して前記フィルタ層と前記第１
の透過層との間の流体連通経路を提供するために、前記少なくとも１つの貫通孔を通じて
少なくとも部分的に延在していることを特徴とする条項２又は３に記載の装置。
［条項６］
　前記吸収層は、グリッドアレイにおいて配置された複数の貫通孔を備え、
前記第１の透過層は、前記複数の貫通孔の配置に対応している配置で、複数のカラム要素
を前記第１の透過層の上部表面に備えることを特徴とする条項５に記載の装置。
［条項７］
　前記吸収層は、グリッドアレイにおいて配置された複数の貫通孔を備え、
前記さらなる透過層は、前記貫通孔の配置に対応している配置で、複数のカラム要素を前
記さらなる透過層の下部表面に備えることを特徴とする条項５に記載の装置。
［条項８］
　前記第１の透過層の下に穿孔された創傷接触層をさらに備えていることを特徴とする条
項１～７のいずれか一項に記載の装置。
［条項９］
　前記創傷接触層の下部表面及び／又は上部表面に接着層をさらに備えていることを特徴
とする条項８に記載の装置。
［条項１０］
　前記創傷接触層の下部表面に剥離可能な保護層をさらに備えていることを特徴とする条
項８又は９に記載の装置。
［条項１１］
　前記カバー層と前記フィルタ層との間に液体透過性及び気体透過性の第３の透過層をさ
らに備えていることを特徴とする条項１～１０のいずれか一項に記載の装置。
［条項１２］
　前記フィルタ層と前記カバー層との間に、少なくとも１つの開口を備えている流体不透
過性のシール層をさらに備えていることを特徴とする条項１～１１のいずれか一項に記載
の装置。
［条項１３］
　前記カバー層は、少なくとも１つの開口を備えている流体不透過性のシール層を備えて
いることを特徴とする条項１～１２のいずれか一項に記載の装置。

［条項１４］
　前記少なくとも１つの開口が複数の貫通穿孔を備えることを特徴とする条項１２又は１
３に記載の装置。
［条項１５］
　前記フィルタ層及び前記カバー層が、前記吸収層の縁部領域を超えて放射状に外側方向
に延在し、それによって、周囲リップ領域を形成し、前記カバー層及び前記フィルタ層が
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、前記周囲リップ領域において一緒に密封されていることをさらに備えることを特徴とす
る条項１～１４のいずれか一項に記載の装置。
［条項１６］
　前記カバー層及び前記シール層が、前記吸収層の縁部領域を超えて放射状に外側方向に
延在し、それによって、周囲リップ領域を形成し、前記カバー層及び前記シール層が、前
記周囲リップ領域において一緒に密封されていることをさらに備えることを特徴とする条
項１２に記載の装置。
［条項１７］
　前記カバー層にポンプ要素をさらに備え、該ポンプ要素は、前記カバー層におけるオリ
フィスと流体連通するインレットを備えていることを特徴とする条項１～１６のいずれか
一項に記載の装置。
［条項１８］
　前記カバー層にアウトレットバルブをさらに備え、前記アウトレットバルブは、前記カ
バー層におけるオリフィスと流体連通し、遠隔のポンプ要素と流体連通する抽出導管に接
続可能であることを特徴とする条項１～１６のいずれか一項に記載の装置。
［条項１９］
　創傷接触層及び／又は前記吸収層に抗菌物質をさらに備えていることを特徴とする条項
１～１８のいずれか一項に記載の装置。
［条項２０］
　鎮痛物質及び／又は細胞活動強化物質をさらに備えていることを特徴とする条項１～１
９のいずれか一項に記載の装置。
［条項２１］
　前記カバー層が前記フィルタ層の上にあり、又は前記フィルタ層が前記カバー層の上に
あることを特徴とする条項１～２０のいずれか一項に記載の装置。
［条項２２］
　臭気分離要素をさらに備えていることを特徴とする条項１～２１のいずれか一項に記載
の装置。
［条項２３］
　創傷部位で局所的な陰圧（ＴＮＰ）を適用する方法であって、
創傷部位と、創傷被覆材と密封された創傷部位の周りの周囲領域とから創傷滲出液及び空
気を吸い上げるステップと、
前記創傷被覆材の吸収層において、前記創傷部位から吸い上げた創傷滲出液を収集するス
テップと、
前記吸収層と流体連通する前記創傷被覆材のカバー層及びフィルタ層における少なくとも
１つのオリフィスを通じて気体を排出するステップと、
を備えていることを特徴とする方法。
［条項２４］
　前記創傷被覆材の第１の透過層を通じて、前記創傷部位からの創傷滲出液及び空気を収
集するステップをさらに備え、前記フィルタ層及び前記吸収層が前記第１の透過層と流体
連通していることを特徴とする条項２３に記載の方法。
［条項２５］
　前記吸収層とカバー層との間に配置された前記フィルタ層を介して気体を排出するステ
ップをさらに備えていることを特徴とする条項２３又は２４に記載の方法。
［条項２６］
　前記吸収層と前記カバー層との間に配置された流体不透過性のシール層を介して気体を
排出するステップをさらに備えていることを特徴とする条項２３又は２４に記載の方法。
［条項２７］
　前記カバー層を備えている流体不透過性のシール層を介して気体を排出するステップを
さらに備えていることを特徴とする条項２３又は２４に記載の方法。
［条項２８］
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　前記創傷被覆材の前記カバー層に取り付けられ、且つ前記吸収層及び前記カバー層の少
なくとも１つのオリフィスと流体連通するポンプ要素を介して創傷滲出液を吸い上げるス
テップをさらに備えていることを特徴とする条項２５～２７のいずれか一項に記載の方法
。
［条項２９］
　前記創傷被覆材から遠隔の、前記吸収層及び前記カバー層の少なくとも１つのオリフィ
スと流体連通する、ポンプ要素を介して、前記創傷滲出液を吸い上げるステップをさらに
備えていることを特徴とする条項２５～２７のいずれか一項に記載の方法。
［条項３０］
　前記第１の透過層を介して前記ポンプ要素によって前記創傷部位で発生した陰圧を分散
するステップをさらに備えていることを特徴とする条項２３～２９のいずれか一項に記載
の方法。
［条項３１］
　前記創傷部位からの病原体が前記フィルタ層を介して前記創傷被覆材から出ることを妨
げるステップをさらに備えていることを特徴とする条項２３～２９のいずれか一項に記載
の方法。
［条項３２］
　前記フィルタ層の下にさらなる透過層と流体連通する前記第１の透過層を接続すること
によって、前記創傷部位から前記フィルタ層への流体流れのための流体経路を提供するス
テップをさらに備えていることを特徴とする条項２３～３１のいずれか一項に記載の方法
。
［条項３３］
　流体透過材料で満たされた前記吸収層における複数の孔を介して、前記さらなる透過層
に前記第１の透過層を接続しているステップをさらに備えていることを特徴とする条項３
２に記載の方法。
［条項３４］
　前記吸収層の境界を越えて少なくとも１つ又は複数の位置で、前記さらなる透過層に前
記第１の透過層を接続するステップとさらに備えていることを特徴とする条項３２に記載
の方法。
［条項３５］
　０ｍｍＨｇ～２００ｍｍＨｇの間の陰圧下で、前記吸収層において、創傷滲出液を吸収
するステップをさらに備えていることを特徴とする条項２３～３４のいずれか一項に記載
の方法。
［条項３６］
　添付した図面を参照して明細書に実質的に記載されるような方法。
［条項３７］
　添付した図面を参照して明細書に実質的に記載されるように構成され、且つ配置された
装置。
【符号の説明】
【００６８】
１００　創傷被覆材
１０１　下部表面
１０２　創傷接触層
１０３　上部表面
１０５　任意の層、多孔性層、透過層
１１０　吸収材料の層
１１２　さらなる任意の層
１３０　フィルタ層
１４０　気体不透過性シール層
１４１　複数の貫通孔
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１５０　多孔性層
１６０　カバー層
１６５　開口
１７０　ポンプ
１７１　上部表面
２００　縁部領域
２０１　中央隆起領域
２０２　角領域
３０１　空間
３０２　さらなる空間
４００　中央領域
４０１　ベース領域
４０２　カラム
４０３　貫通孔
４０４　ブロック
４０５　ベース部分
４０６　カラム

【図１】

【図２】

【図３】
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